
横浜市交通局撮影協力に関する取扱要綱 

 
制  定：平成 17 年４月 15 日 

      最近改正：令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 交総第 2133 号（局長決裁） 

 
（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 横 浜 市 交 通 局 （ 以 下 「 当 局 」 と い

う 。 ） が 所 有 す る 車 両 及 び 施 設 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） に お け る 撮 影 の 協 力 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定

め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、「 撮 影 」 と は 、 放 送 、 上 映 、

出 版 及 び 販 売 等 を 行 う こ と を 目 的 に 、施 設 等 に お い て 、

又 は 施 設 等 を 対 象 物 と し て 、 写 真 撮 影 、 録 画 及 び 録 音

（ こ れ ら に 類 す る も の 及 び 付 随 す る 行 為 を 含 む 。 ） を

す る こ と を い う 。  

 

（ 撮 影 協 力 の 対 象 ）  

第 ３ 条  撮 影 の 協 力 を 行 う 対 象 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も

の の う ち 、 広 く 不 特 定 多 数 に 公 開 や 放 映 、 出 版 さ れ る

こ と が 予 定 さ れ て お り 、 営 利 目 的 で 制 作 さ れ る も の と

し 、 当 局 の 広 報 及 び 報 道 用 の も の は 除 く 。  

( 1 )  映 画 （ ビ デ オ 装 置 を 使 用 す る も の を 含 む ）  

( 2 )  テ レ ビ 等 の 放 送 番 組 （ コ マ ー シ ャ ル を 含 む ）  

( 3 )  各 種 プ ロ モ ー シ ョ ン ビ デ オ  

( 4 )  ウ ェ ブ 配 信 動 画  

( 5 )  雑 誌 、 カ タ ロ グ 、 ポ ス タ ー 等 の 写 真  

( 6 )  そ の 他 、 各 号 に 類 す る 映 像 及 び 出 版 物  

 

（ 撮 影 協 力 の 申 請 ）  

第 ４ 条  撮 影 を 希 望 す る 者 は 、 あ ら か じ め 撮 影 協 力 申 請

書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管

理 者 」 と い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 定 め る 申 請 書 に は 、横 浜 市 交 通 局 撮 影 協 力 の

た め の 遵 守 事 項 確 認 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） 及 び 必 要 に 応 じ

て 撮 影 の 具 体 的 な 内 容 が 分 か る 書 面 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 に 基 づ く 申 請 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、軽



微 な 変 更 を 除 き 、 改 め て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 撮 影 協 力 の 承 諾 ）  

第 ５ 条  撮 影 を 希 望 す る 者 か ら 前 条 第 １ 項 に 定 め る 申 請

が あ っ た 場 合 、 管 理 者 は 内 容 を 審 査 し 、 こ れ を 適 当 と

認 め る と き は 、 撮 影 協 力 承 諾 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 交 付

す る 。  

 

（ 撮 影 協 力 の 不 承 諾 ）  

第 ６ 条  撮 影 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る お そ れ が

あ る と 管 理 者 が 認 め る 場 合 に は 、 撮 影 協 力 を 承 諾 し な

い も の と す る 。  

( 1 )  お 客 様 の 安 全 確 保 に 支 障 を き た す も の  

( 2 )  当 局 の 事 業 運 営 に 支 障 を き た す も の  

( 3 )  当 局 及 び 横 浜 市 の 事 業 又 は 対 外 的 な イ メ ー ジ を 損

な う も の  

( 4 )  お 客 様 又 は 職 員 等 の 肖 像 権 そ の 他 権 利 を 侵 害 す る  

も の  

( 5 )  公 の 秩 序 又 は 善 良 な 風 俗 に 反 す る も の  

( 6 )  そ の 他 管 理 者 が 不 適 当 と 認 め る も の  

 

（ 撮 影 条 件 ）  

第 ７ 条  撮 影 協 力 を 承 諾 さ れ た 者 （ 以 下 「 撮 影 者 」 と い

う 。 ） は 、 次 の 撮 影 条 件 を 遵 守 す る も の と す る 。  

( 1 )  撮 影 期 間 中 は 、 撮 影 協 力 承 諾 書 を 常 に 携 行 す る こ  

と  

( 2 )  施 設 や 車 内 等 の お 客 様 又 は 職 員 の 個 人 が 識 別 で

き る よ う な 撮 影 を し な い こ と  

 ( 3 )  撮 影 規 模 に 応 じ て 、 お 客 様 の 案 内 ・ 誘 導 係 を 配 置

す る こ と  

 ( 4 )  撮 影 時 は 、 当 局 職 員 の 指 示 に 従 う こ と  

( 5 )  施 設 や 車 内 等 に 損 害 を 与 え る 可 能 性 の あ る 行 為 、

お 客 様 へ の 迷 惑 又 は 安 全 に 支 障 を 及 ぼ す 可 能 性 の

あ る 行 為 を し な い こ と  

( 6 )  当 局 職 員 が 危 険 と 判 断 し 、 撮 影 の 中 止 を 指 示 し た

場 合 は 、 た だ ち に そ の 指 示 に 従 い 、 一 切 の 異 議 を 申

し 立 て な い こ と  

( 7 )  当 局 の 責 め に よ ら な い 事 由 又 は や む を 得 な い 事

由 等 に よ り 撮 影 が で き な い 場 合 で あ っ て も 損 害 の

賠 償 を 求 め な い こ と  



( 8 )  撮 影 中 に 発 生 し た 事 故 に つ い て は 、 そ の 責 を 全 て

負 い 、 当 局 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 当 局 が 算 定 す る

損 害 額 を 賠 償 す る こ と  

 

（ 利 用 条 件 ）  

第 ８ 条  撮 影 者 は 、 撮 影 し た 成 果 物 の 利 用 に あ た り 、 次

の 条 件 を 承 諾 す る も の と す る 。 た だ し 、 や む を 得 な い

事 由 に よ り 履 行 で き な い 場 合 は 、 事 前 に 相 談 調 整 を 行

う も の と す る 。  

 ( 1 )  撮 影 協 力 先 と し て 、 「 横 浜 市 交 通 局 」 （ 英 語 表 記

の 場 合 は 、 「 T r a n s p o r t a t i o n  B u r e a u ,  C i t y  o f  

Y o k o h a m a 」 ） の ク レ ジ ッ ト を 入 れ る こ と  

 ( 2 )  成 果 物 名 （ 番 組 名 や 映 画 名 、 雑 誌 名 等 ） 及 び ク ラ

イ ア ン ト 名 を 受 注 実 績 と し て 当 局 の 管 理 す る ウ ェ

ブ サ イ ト で 紹 介 す る こ と に 協 力 す る こ と  

( 3 )  成 果 物 は 、 デ ィ ス ク や 冊 子 等 で 当 局 に 提 供 す る こ

と  

 

（ 成 果 品 の 確 認 及 び 是 正 ）  

第 ９ 条  撮 影 協 力 に よ る 成 果 品 に つ い て 、 当 局 は そ の 使

用 目 的 に 供 す る 前 に 提 出 を 受 け 、 確 認 を 行 う こ と が で

き る 。  

２  前 項 に よ り 提 出 さ れ た 成 果 品 に つ い て 、 当 局 は 必 要

に 応 じ て 是 正 を 求 め る こ と と し 、 相 手 方 が こ れ に 応 じ

な い 場 合 は 、 撮 影 協 力 承 諾 の 取 消 し を 行 う こ と が で き

る 。  

 

（ 撮 影 の 立 会 い ）  

第 1 0 条  撮 影 に 当 た っ て は 、原 則 と し て 当 局 職 員 が 立 ち

会 う も の と す る 。  

 

（ 資 料 の 提 供 ）  

第 1 1 条  撮 影 者 か ら 、撮 影 の 目 的 の た め に 施 設 等 に 関 す

る 資 料 の 提 供 を 求 め ら れ た と き は 、 事 業 に 支 障 の な い

範 囲 に お い て 、 当 局 は こ れ を 提 供 す る こ と が で き る 。  

 

（ 撮 影 協 力 に 係 る 料 金 ）  

第 1 2 条  撮 影 協 力 に 係 る 料 金 は 別 表 １ の と お り と す る 。

た だ し 、 横 浜 市 の 実 施 す る 事 業 に 伴 う 撮 影 や 、 当 局 の

Ｐ Ｒ ・ イ メ ー ジ ア ッ プ へ の 貢 献 が 期 待 で き る 撮 影 、 そ



の 他 管 理 者 が 特 に 認 め る 場 合 に は 、 こ れ を 減 免 す る こ

と が で き る 。  

２  前 項 に 定 め る 料 金 に は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 加

え る も の と す る 。  

 

（ 料 金 の 支 払 ）  

第 1 3 条  撮 影 者 は 、 撮 影 協 力 に 係 る 料 金 に つ い て 、 当 局

の 指 定 す る 期 日 及 び 方 法 に よ り 支 払 わ な け れ ば な ら な

い 。  

 

（ 承 諾 の 変 更 及 び 取 消 し 等 ）  

第 1 4 条  天 災 地 変 等 の 事 由 又 は 安 全 管 理 上 の 支 障 、運 行

状 況 等 の や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 撮 影 場 所 の 提 供 等

が で き な く な っ た 場 合 、 承 諾 内 容 の 変 更 及 び 取 消 し を

行 う こ と が で き る 。  

２  撮 影 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 承 諾 内 容 の

変 更 及 び 取 消 し 、 撮 影 中 に お い て も 撮 影 の 中 止 を す る

こ と が で き る 。 ま た 、 将 来 に わ た っ て 撮 影 に 関 す る 協

力 を 拒 否 す る こ と が で き る 。  

  ( 1 )  承 諾 条 件 に 違 反 し た 場 合  

( 2 )  虚 偽 の 申 請 に よ り 承 諾 を 受 け た 場 合  

( 3 )  第 ６ 条 及 び 第 ７ 条 の 規 定 に 定 め る 基 準 に 抵 触 し

た 場 合 、 又 は そ の 恐 れ が あ る 場 合  

( 4 )  第 1 1 条 の 規 定 に よ り 提 供 を 受 け た 資 料 を 目 的 外

に 使 用 し 、 又 は 無 断 で 第 三 者 に 転 貸 し 、 若 し く は 使

用 さ せ た 場 合  

( 5 )  当 局 職 員 の 指 示 に 従 わ な い 場 合  

３  前 項 の 規 定 に よ り 承 諾 内 容 の 変 更 及 び 取 消 し 並 び

に 撮 影 中 止 等 が あ っ た 場 合 、 原 則 と し て 既 納 さ れ た 料

金 は 返 還 し な い 。 ま た 、 当 局 は 、 そ れ に よ っ て 生 じ た

損 害 の 賠 償 及 び 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

 

（ 撮 影 協 力 の 取 消 申 請 ）  

第 1 5 条  第 ５ 条 で 管 理 者 が 承 諾 し た 後 、撮 影 者 の 責 め に

よ る 事 由 に よ り 、 撮 影 を 取 り 消 す 場 合 は 、 撮 影 者 は 撮

影 協 力 取 消 申 請 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） を 管 理 者 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

（ 取 消 料 ）  

第 1 6 条  前 条 の 申 請 が 、撮 影 予 定 日 の ７ 日 前 以 降 に な さ



れ た 場 合 は 、 撮 影 者 か ら 別 表 ２ の と お り 取 消 料 を 徴 収

す る も の と す る 。  

２  前 項 の 取 消 料 は 、 管 理 者 が 特 に 認 め る 場 合 に は 、 こ

れ を 減 免 す る こ と が で き る 。  

 

（ 損 害 の 賠 償 ）  

第 1 7 条  撮 影 者 が 当 局 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 、

撮 影 者 は 直 ち に 当 局 へ 報 告 す る と と も に 、 そ の 損 害 を

賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

２  撮 影 者 が 当 局 の 過 失 又 は 第 三 者 の 故 意 若 し く は 過 失

に よ り 受 け た 損 害 に つ い て は 、 当 局 に 対 し て そ の 損 害

の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き な い 。  

 

（ 免 責 ）  

第 1 8 条  当 局 は 、こ の 要 綱 に 基 づ き 撮 影 協 力 を 行 っ た 作

品 の 内 容 に つ い て 、一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。 

２  撮 影 時 に 係 る お 客 様 や 通 行 人 等 の 肖 像 権 に 係 る 許 可

に つ い て 、 当 局 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

３  不 測 の 事 故 や 災 害 に よ り 発 生 し た ト ラ ブ ル や 損 害 に

つ い て 、 当 局 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 1 9 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 は 、総 務 課 長 が 別 途

定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 制 定 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 2 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 3 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  



こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



第１号様式（第４条第１項）  

 申請日   年  月  日 

撮影協力申請書 
 

（申請先） 

横浜市交通事業管理者 

（申請者） 

住  所  

名  称  

代表者名  

 

要綱の記載事項に同意し、次のとおり撮影協力を申請します。 

制作作品名・放送番組名   

公開（発売）・放送予定日  月  日  時  分～  時  分 

撮 影 日 時  月  日  時  分～  時  分 

撮 影 場 所 ・ 区 間 等 

 
（※撮影場所や配置の分かるレイアウトを添付するこ

と） 

制作責任者 
役職・氏名   

連 絡 先   

制作担当者 
役職・氏名   

連 絡 先   

撮 影 従 事 者 人 数  出演者・スタッフ等合計      人 

撮 影 持 込 機 材   

車 両 （ 最 大 数 ）  大型 台/  普通車 台/  その他 台 

利用条件項目 

（相談調整が必要な項目に☑を入れて

ください。） 

 ☐  横浜市営交通局のクレジットを掲載 

 ☐  横浜市営交通の広報物（WEB やパンフレット

等）に情報掲載が可能 

 ☐  完成作品の提供 

その他連絡事項   

   

  撮影協力に係る料金の請求先 

請求書宛名   

納付書送付先住所   

電話番号   

 
 



第２号様式（第４条第 2 項） 
 

横 浜 市 交 通 局 撮 影 協 力 の た め の 遵 守 事 項 確 認 書  
 
 横浜市交通局（以下「当局」という）では、撮影への協力を円滑に行えるよう、ご利用いただ

く撮影者のみなさまに、横浜市交通局撮影協力に関する取扱要綱及び以下の項目の遵守をお願い

しております。記載項目に反する行為のあった場合は、撮影を中止させていただくとともに、将

来にわたって撮影をお断りさせていただく場合があります。 
 
１ 許可を得た場所以外での撮影、立入りはしないこと。また、撮影に際しての事前指示や諸条

件を厳守すること。 
 
２ 撮影当日は必ず当局立会人の指示に従い、危険な行為のほか、施設・車両等を毀損・汚損す

るなど損害を与える行為、お客様に迷惑をかける行為を一切しないこと。 
 
３ 什器、備品及び施設・車両等の破損や汚損があった場合は、速やかに撮影者の負担で原状回

復し、又は損害額を賠償すること。 
 
４ 施設や車内の設備等は、原則として移動や交換はしないこと。許可を得て移動させる場合

は、撮影終了後は速やかに原状回復すること。中吊り広告などの目隠しなどを行う場合は、

特に中吊り順序などの原状回復に注意すること。 
 
５ 撮影時間を厳守すること。 
 
６ 駅ホームでの撮影の際は照明を使用しないこと。やむを得ず使用する場合は必ず事前に協 

議すること。 
 
７ 撮影等に際し、騒音が発生する場合や照明等を利用する場合は、事前に協議するとともに、

撮影者が乗客や通行人などへの説明と協力依頼を行うこと。また、万一苦情が生じた場合

は、その苦情対応についても責任を持って行うこと。 
 
８ 撮影等に際しては、乗客や通行人の肖像権を侵害しないこと。また、お客様の写り込みやイ

ンタビュー等については、撮影者が許可を取ること。 
 
９ 不測事故の発生など予期せぬ事由や、やむを得ない事由により撮影の中止や日時の変更が生

じた場合も、撮影者は損害賠償などの請求を求めないこと。 
 
10 撮影中に発生した事故やトラブル等の損害について、当局は一切の責任を負わないことを予

め了承すること。 
 
11 事故・トラブル等の発生に備え、特に規模の大きな撮影については、保険に加入すること。 
 
12 上記項目については、撮影現場における全ての関係者に周知し、遵守事項を徹底させるこ

と。 
 
13 この規定に定めるもののほか、必要な事項は当局の指示に従うこと。 
 
横浜市交通局撮影協力に関する取扱要綱及び上記項目を理解し、遵守します。 

 
年 月 日  

制作会社名： 
 
申請者署名： 

 
制作責任者署名：   



第３号様式（第５条） 

                         年  月  日 

撮影協力承諾書 

 様 

次の撮影協力を承諾します。   

横浜市交通事業管理者 

制作作品名・放送番組名 
 

撮影日時  月  日  時  分～  時  分 

撮影場所・区間等 

 

 

（※撮影場所や配置の分かるレイアウトを添付すること） 

立会予定者  横浜市交通局      課 氏名     

連 絡 先  ℡ 

撮影協力料金見積額    ※   

特記事項   

※１    撮影料金は実際の撮影時間に基づき算出し請求します。 

   



第４号様式（第 15条） 

申請日  年  月  日 

撮影協力取消申請書 

 

（申請先） 

横浜市交通事業管理者 

（申請者） 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

次のとおり撮影協力の取消を申請します。 

制作作品名・放送番組名   

公開（発売）・放送予定日  月  日  時  分～  時  分 

撮 影 日 時  月  日  時  分～  時  分 

撮 影 場 所 ・ 区 間 等   

取 消 事 由   

制作責任者 
役職・氏名   

連 絡 先   

制作担当者 

 

役職・氏名   

連 絡 先   

                                              

（当局使用欄） 

年  月  日 

撮影協力取消通知書 

上記の撮影許可を取り消します。 

なお、次の付帯事項を伴います。 

 

 



別表 １ 

撮影に係る料金 

項目 金額（税抜） 

施設等利用料【Ａ】 

鉄道車両 

（1）営業列車の一部、 
基地への回送列車 30,000 円／1ｈ 

（２）基地留置車両 50,000 円／1ｈ 

（3）貸切列車ブルーライン 280,000 円／片道 

（4）貸切列車グリーンライン 220,000 円／片道 

鉄道施設 
（5）駅（改札内・外、ホーム）、 30,000 円／１ｈ 

（6）その他鉄道施設 50,000 円／１ｈ 

自動車車両 
 

（７）あかいくつ、FC バス 19,000 円／1ｈ 

（８）ベイサイドブルー 27,000 円／1ｈ 

（９）その他路線バス 17,000 円／1ｈ 

（10）貸切     ※貸切規定による 

立会【Ｂ】 
※撮影内容に応じて複数名や専門職
の立会いが必要となります。 

立会料（１名分） 5,000 円／1ｈ 

専門職等立会料（1 名分） 10,000 円／1ｈ 

その他【C】 調整費 30,000 円／1 件 

時間外割増（平日８時 30 分から 17 時 15 分以外の時間帯） 【Ａ】＋【Ｂ】の 30％ 

延長割増 【Ａ】＋【Ｂ】の 50％ 

備考 

1 撮影時間は原則として平日の９時から 17 時まで、営業中の車両を利用する場合は平日の 10 時から
16 時までとする。 

2 撮影時間に１時間未満の端数が生じた場合は、１時間に切り上げる。 

3 撮影時間には、準備及び撤収作業時間も含む。 

4 施設等使用料は、撮影を行う施設等の区分ごとに、時間単位でそれぞれ算出する。 

5 次の場合は立会者の増員や必要に応じて専門職等の立会いが必要となる場合がある。 

 （1） 撮影箇所が同時に複数になる場合 

 （2） 撮影場所が一望できない場合 

 （3） 撮影者の人員が 30 名以上、または、時間外の撮影となる場合 

 (4)  ホーム、鉄道車両を利用する場合は、専門職等の立会いを要します 

6 延長は、規定時間を超えて撮影する場合で、かつ、当局が対応可能な場合にのみ適用する。 

7 調整費は、基地留置車両及び貸切列車を使用する場合に徴収する。 

 
別表 ２  

撮影取消に係る料金 

撮影取消を申し出た日 金額 

撮影７日前～２日前 別表１【Ａ】＋【C】の金額の 50％ 

撮影前日～当日 別表１【Ａ】＋【Ｂ】+【C】の金額の 100％ 

 


